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４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正 

 

（時間外労働の上限規制）  

週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月45

時間、かつ、年360時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課

す。特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労

使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720

時間（＝月平均60時間）とする。かつ、年720時間以内において、一時的に事

務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設け

る。 

この上限について、①２か月、３か月、４か月、５か月、６か月の平均

で、いずれにおいても、休日労働を含んで、80時間以内を満たさなければな

らないとする。②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければ

ならないとする。③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、

年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らな

いよう、年6回を上限とする。 

 

（現行の適用除外等の取扱）  

自動車の運転業務については、現行制度では限度基準告示の適用除外とさ

れている。その特殊性を踏まえ、拘束時間の上限を定めた「自動車運転者の

労働時間等の改善のための基準」で自動車運送事業者への監督を行っている

が、限度基準告示の適用対象となっている他業種と比べて長時間労働が認め

られている。これに対し、今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外と

せず、改正法の一般則の施行期日の５年後に、年960時間（＝月平均80時間）

以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨

の規定を設けることとする。５年後の施行に向けて、荷主を含めた関係者で

構成する協議会で労働時間の短縮策を検討するなど、長時間労働を是正する

ための環境整備を強力に推進する。  

 

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）  

取引関係の弱い中小企業等は、発注企業からの短納期要請や、顧客からの

要求などに応えようとして長時間労働になりがちである。商慣習の見直しや

取引条件の適正化を、一層強力に推進する。  



自動車運送事業については、関係省庁横断的な検討の場を設け、ITの活用

等による生産性の向上、多様な人材の確保・育成等の長時間労働を是正する

ための環境を整備するための関連制度の見直しや支援措置を行うこととし、

行動計画を策定・実施する。特にトラック運送事業においては、事業者、荷

主、関係団体等が参画して実施中の実証事業を踏まえてガイドラインを策定

するとともに、関係省庁と連携して、①下請取引の改善等取引条件を適正化

する措置、②複数のドライバーが輸送行程を分担することで短時間勤務を可

能にする等生産性向上に向けた措置や③荷待ち時間の削減等に対する荷主の

協力を確保するために必要な措置、支援策を実施する。  


